
運営は、違反行為の内容により処罰期間の最短、最長
期間を変更する権利を持ちます。

出場停止処分は公式のプロフェッショナル、セミプロ
フェッショナルゲーム全てに適用されます。
また、ライアットが運営するリーグ、トーナメント、
その他全世界で行われるイベントにも適用されます。

期間は追記が無い場合は競技月間を基準とし、
111月、12月は対象外とします。また、期間は日にちを基
準とし、対象月の同じ日にちまで（切り下げあり）とします。
（例：4月15日～10月15日、1月31日～9月30日まで）

出場停止処分中のプレイヤーはオールスターイベント
に参加する事はできません。

ライアット公式でないイベントであっても、違反行為は
上記の処罰の対象となる可能性があります。

セセミプロフェッショナルリーグとは、その後
プロフェッショナルリーグへの参加資格が得られるも
のを指します。    
    
    
    

プロフェッショナルリーグとは、その後ワールド
チャンピオンシップイベントへの参加資格が得られる
もの、またインターナショナルワイルドカード経由での
参加資格が得られるものを指します。 

時効とは、違反を処罰対象とする期間を指します。
時効は違反が行われたタイミングを基点に、定められた
期期間を過ぎた時点で終了します。例えば、時効が1年と
なる違反が2015年6月15日に行われた場合、それが
2016年6月16日までに通報、発見、調査対象となった
場合に処罰対象となります。類似の違反が複数回行わ
れた場合（例えば数週間の間に複数回の悪質行為が
あった場合）は最後の違反が時効の基点となり、そして
一連の違反全てが処罰対象となります。
時時効は違反に関連する一連の行為が対象となります。
例えば、2015年6月15日にELO BOOSTINGを行っ
たプレイヤーがその対価を2015年6月20日に受け
取った場合、このELO BOOSTINGに対する時効
2015年6月20日が基点となります。

カカレンダー上で1年以上前に行われ、既に処罰された
違反は再度の処罰対象となりません。  
  

追記事項

対価を得ることを目的とした、自動、半自動で
アカウントのレベルを上げる手法を用いたソフトウェア
の製造。また、大量のアカウント販売を行うこと。

内容

競技月間中5か月
通常・最短期間

競技月間中10か月
最長期間

カレンダー上で12か月
時効

販売を目的としたBOTアカウントの作成、または
大量のアカウント販売

違反項目

公式試合への参加を目的として、対象となるチーム、
個人のランクのレーティングを意図的に操作すること。

内容

競技月間中5か月
通常・最短期間

競技月間中10か月
最長期間

カレンダー上で12か月
時効

ランク操作（対象者を意図的に勝たせるなど）
違反項目

不正な、またはゲーム外の技術を用いて試合の結果に
大きな影響を与えること。例えば、電気信号を外部
から操作するなど。

内容

競技月間中10か月
通常・最短期間

無期
最長期間

カレンダー上で36か月
時効

プロフェッショナルゲーム中のチート行為
違反項目

「リーグ・オブ・レジェンド」の利用規約に違反する
ソフトウェア、スクリプト、クラッキング行為、DDOS
攻撃その他の技術を使用し、LoLサーバーやライブ
環境上における競技の公平性に影響を及ぼすこと。

内容

競技月間中10か月
通常・最短期間

競技月間中20か月
最長期間

カレンダー上で12か月
時効

クラッキング、ブースト（SOLO QUEUE）などを
行う非公認ソフトウェアの製造、使用、流通

違反項目

「リーグ・オブ・レジェンド」のセミプロフェッショナル、
プロフェッショナルゲームの結果を用いた、実質的な
金品などによる賭博に関するあらゆる行為。
プレイヤー自身、自身の所属するチームに対する賭け
も含まれる。

内容

競技月間中10か月
通常・最短期間

競技月間中20か月
最長期間

カレンダー上で12か月
時効

参加していないセミプロフェッショナル、
プロフェッショナルゲームにおける賭博行為

違反項目

公式リーグへの参加契約下にあるプレイヤー、コーチ
が、別の「リーグ・オブ・レジェンド」チームに所属する、
または所属予定のプレイヤーやコーチを雇用を目的に
勧誘すること。プレイヤー、コーチは所属チームからの
脱退の意向を一般的な形で（特定のチームへの移籍
ではなく）表明でき、そこから興味を持った全ての
チームと交渉に入る事が可能だが、プレイヤーや
ココーチがチームのマネジメントに対して勧誘の働き
かけを行ったり、契約違反を教唆することは認められ
ないことを明記する。また、不要な疑念を避ける
ために、契約の内容や期間、契約への抵触の有無、
現在の契約期間後の雇用の示唆などは認められない。

内容

競技月間中3か月
通常・最短期間

競技月間中15か月
最長期間

カレンダー上で6か月
時効

勧誘行為： プレイヤーやコーチを引き抜こうと
する行為

違反項目

チームの所属メンバー（正規プレイヤーを除く）が、
正式な契約によってチームに所属しているコーチや
プレイヤーを勧誘したり、雇用の提示をしては
ならない。違反者はリーグ運営の判断により
ペナルティを課せられる。他のチームに所属する
プレイヤーやコーチの情報を知りたい場合、チーム
ママネージャーは対象となるプレイヤー、コーチが所属
するチームのマネジメントにコンタクトを取る必要が
ある。また、正式な契約によってチームに所属している
コーチやプレイヤーへの雇用の提示は誠心誠意を
持って行うこと。また、不要な疑念を避けるために、
契約の内容や期間、契約への抵触の有無、現在の契約
期間後の雇用の示唆などは認められない。

内容

競技月間中10か月の出場停止処分、及びメンバー獲
得活動の停止、及び運営の判断による高額の違反金。
ライアットが運営する公式リーグへの出場、
観戦の拒否。

通常・最短期間

無期
最長期間

カレンダー上で6か月
時効

チーム所属メンバー（正規プレイヤーを除く）に
よる、他チームメンバーへの意図的な操作

違反項目

現役の、あるいは元プレイヤーが、正式な契約によって
チームに所属しているコーチやプレイヤーを
勧誘したり、雇用の提示をしてはならない。違反者は
運営の判断によりペナルティを課せられる。他のチームに
所属するプレイヤーやコーチの情報を知りたい場合、
チームマネージャーは対象となるプレイヤー、コーチが
所属するチームのマネジメントにコンタクトを取る
必必要がある。また、正式な契約によってチームに
所属しているコーチやプレイヤーへの雇用の提示は
誠心誠意を持って行うこと。また、不要な疑念を
避けるために、契約の内容や期間、契約への抵触の
有無、現在の契約期間後の雇用の示唆などは
認められない。

内容

競技月間中5か月
通常・最短期間

競技月間中10か月
最長期間

カレンダー上で6か月
時効

チーム所属メンバーによる、他チームメンバーへ
の意図的な操作

違反項目

試合結果に悪影響を及ぼすような行為を意図的に
行うこと、または行おうとすること。例えば賄賂、脅迫、
試合放棄など。

内容

競技月間中10か月
通常・最短期間

無期
最長期間

カレンダー上で36か月
時効

八百長
違反項目

公式試合で、出場選手として登録されていない
プレイヤーを参加させること。

内容

競技月間中5か月
通常・最短期間

競技月間中20か月
最長期間

カレンダー上で24か月
時効

リモートからの参加
違反項目

1回の重大な違反が行われること。例えば殺害予告、
物理的な暴力、政治/宗教/人種に関する不適切な
発言、他者に対する暴力をほのめかすような発言など。

内容

競技月間中3か月
通常・最短期間

競技月間中10か月
最長期間

カレンダー上で12か月
時効

重大な違法行為
違反項目

意図的に他者へ不適切な行為を行うこと。
例えば警告にも関わらず繰り返しゲーム中に暴言を
吐くなど。

内容

競技月間中3か月
通常・最短期間

競技月間中10か月
最長期間

カレンダー上で12か月
時効

違法行為
違反項目

他のプレイヤーのアカウントを操作し、ランクの
レーティングを不正に引き上げ、引き換えに個人的
利益を得ること（例：金銭、サービス、物品、その他の利
益のため）

内容

競技月間中3か月
通常・最短期間

競技月間中20か月
最長期間

カレンダー上で12か月
時効

ELO BOOSTING
違反項目

「リーグ・オブ・レジェンド」

GLOBAL PENALTY INDEX(GPI)


